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○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
四
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条

特
許
協
力
条
約

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
特
許
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
三
十
九
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
条
第
一
号
中
「
又
は
ロ
」
を
削
り
、
「
ハ
又
は
ニ
」
を
「
ロ
又
は
ハ
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
ニ
」
を
「
ハ
」
に

改
め
、
「
超
え
る
用
紙
の
数
」
の
下
に
「
（
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
列
表
を
含
む
国
際
出
願
（
ハ
に
掲
げ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
配
列
表
を
特
例
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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に
あ
つ
て
は
、
当
該
配
列
表
の
用
紙
の
数
が
四
百
枚
を
超
え
る
と
き
は
そ
の
用
紙
の
数
を
四
百
枚
と
み
な
す
。
）
」
を
加
え

、
同
号
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
す
る
。

ド
イ
ツ
に
つ

「
□

D
E

２
０
０
４
年
１
月

２
０
０
６
年
４
月

韓
国
に
つ
い

様
式
第
七
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
第
Ⅴ
欄
中

□

K
R

ロ
シ
ア
に
つ

□

R
U

い
て
は
指
定
を
し
な
い

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
指
定
を
し
な
い

「
□

D
E

て
は
指
定
を
し
な
い

日
本
に
つ
い
て
は
指
定
を
し
な
い

上
記
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
は

そ
れ
ら

を

□

J
P

に
、
「

、

い
て
は
指
定
を
し
な
い

韓
国
に
つ
い
て
は
指
定
を
し
な
い

」

□

K
R

□

R
U

」

ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
指
定
を
し
な
い

の
国
々
の
国
内
法
令
に
基
づ
き

国
際
出
願
が
主
張
す
る
優
先
権
主
張
の
基
礎
と
な
る
先
の
国
内
出
願
の
効
果
が
消
滅
す
る

、

こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
に

当
該
国
の
指
定
を
除
外
す
る
と
き
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

し
か
し

い
っ
た
ん
除

、
。

、

外
し
た
指
定
は

そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
れ
ら
の
国
及
び
そ
の
よ
う
な
制
度
を
有
す
る
国
が
持
つ
国
内
法

、
。

令
手
続
の
結
果
に
関
し
て
は

第
Ｖ
欄
の
備
考
を
参
照

上
記
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
は

出
願
の
際

国
際
出
願
が
第
Ⅵ

」
を
「

、
。

、
、
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欄
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
特
定
の
国
に
お
け
る
先
の
国
内
出
願
を
基
礎
と
す
る
優
先
権
主
張
を
す
る
場
合
に

そ
の
国
の
国
内

、

法
令
に
基
づ
き

こ
の
先
の
国
内
出
願
の
効
果
が
消
滅
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
に

当
該
国
の
指
定
を
除
外
す
る
と

、
、

き
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

し
か
し

い
っ
た
ん
除
外
し
た
指
定
は

そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
。

、
、

。

」
に
改
め
る
。

れ
ら
の
国
が
持
つ
国
内
法
令
手
続
の
結
果
に
関
し
て
は

第
Ｖ
欄
の
備
考
を
参
照

、
。

「
□

様
式
第
七
の
二
中

B
o
x
N
o
.
V
D
E
S
I
G
N
A
T
I
O
N
S

中

□

「J
a
n
u
a
r
y
2
0
0
4

」
を
「A
p
r
i
l
2
0
0
6

」
に
改
め
、
同
様
式
の

□

D
E
G
e
r
m
a
n
y

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

「
□

D
E
G
e
r
m
a
n
y

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

i
K
R
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f
K
o
r
e
a

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

を

□

J
P
J
a
p
a
n

R
U
R
u
s
s
i
a
n
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

」

□

K
R
R
e
p
u
b
l
i

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

□

R
U
R
u
s
s
i
a
n

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

The
check-boxes

above
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

に
、
「
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c
o
f
K
o
r
e
a

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

f
o
r
a
n
y
k
i
n
d
o
f
n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n

」

i
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d

may
be
used

to
exclude

(irrevocably)
the

designations
concerned

in
order

to
avoid

the
ceasing

of
the

effect,
under

the
national

law,
of
an
earlier

national
application

from
which

priority

is
claimed.

See
the

Notes
to
Box

No.
V
as
to
the

consequences
of
such

national
law

provisions

in
these

and
certain

other
States.

The
check-boxes

above
may

only
be
used

to
exclude

(irr

」
を
「

evocably)
the

designations
concerned

if,
at
the

time
of
filing,

the
international

application

contains
in
Box

No.
VI
a
priority

claim
to
an
earlier

national
application

filed
in
the

partic

ular
State

concerned,
in
order

to
avoid

the
ceasing

of
the

effect,
under

the
national

law,
of

this
earlier

national
application.

See
the

Notes
to
Box

No.
V
as
to
the

consequences
of
such

n

」
に
改
め
る
。

ational
law

provisions
in
these

States.

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

特
許
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
日
通
商
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）



- 5 -

す
る
。

第
十
二
条
中
「
の
別
表
第
一
の
第
十
一
号
の

」
を
「
別
表
第
一
第
十
三
号

」
に
改
め
る
。

（三）

（三）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際

出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
後
に
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て

適
用
す
る
。


